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※携帯電話、スマートフォン、ノート型パソコン、タブレット端末、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、1個または1組
で100万円を超える物等は、受託品に含みません。

個人賠償責任補償では補償の対象外であった
「職業従事中 ※1に他人にケガをさせたとき、他人の物を壊したとき」も補償します。
 (1事故につき10万円限度、自己負担額3,000円)
施設等の管理責任や個人の賠償責任の有無に関係なくお支払いします。

職業従事中の事故対応費用補償

就労プラン

(総合生活保険(個人賠償責任補償))

※1 職業または職務に従事している間もしくは職業訓練※2を受けている間
※2 障害者総合支援法に基づく就労移行支援および就労継続支援B型を含みます。



（関哉法律事務所）

14,682 214,632
2022



※1 「特定重度障害状態」「公的医療保険対象の手術」「被害事故」についての詳細は約款をご覧ください。
※2 特定疾病とは…精神遅滞、発達障害、ダウン症、てんかんをいいます。特定疾病死亡保険金・特定疾病入院保険金は責任開始日から30日間はお支払いしません。
※3 東京海上日動の示談交渉サービス付き個人賠償責任補償保険料 (4,500円) は、上記の合計保険料に含まれております (月払の場合は初回保険料)。
※4 補償内容が同様の個人賠償責任保険(個人賠償責任保険以外の保険契約にセットされる特約を含みます。)がある場合、その他ご不明な点がある場合はぜんち共済ま
でお問い合わせください。

※5 東京海上日動の示談交渉サービス付き個人賠償責任補償（職業従事中の事故対応費用補償特約を含む）保険料（5,900円）は、上記の合計保険料に含まれておりま
す（月払の場合は初回保険料のみ）。

7

9 5

1事故につき、合算して被害者見舞・治療等費用
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就労応援
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職業従事中の事故にも備えたい

就労応援プラン
職業従事中の事故も補償で、

あんしん！



保険期間は、責任開始日から1年間です。保険期間満了日までにご契約を更新しない旨の書面による通知がない場合
は、ご契約は更新されたものとします。



96.6%!96.6%!
2022年度



支払人数

56,828
2023年3月末現在

69,653 68億 9,229万
6,618円人

2008年4月から2023年3月末まで（合計件数） 2008年4月から2023年3月末まで（合計件数）




